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立教税理士会寄附講座 企画講座３「租税と税理士制度」
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平成29年10月2日 第2回

所得税の基礎
～所得税概論～

担当 ： 山田裕美子
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自己紹介

山田裕美子 ≪新日本アーンストアンドヤング税理士法人 → 開業≫

平成2年 立教大学経済学部経済学科卒業、 財務諸表分析の荒川邦寿ゼミ

平成3年 税理士試験合格

平成4年 法政大学大学院にて金子勝（現慶応大学教授）に師事し経済学修士取得

平成4年 新日本アーンストアンドヤングにて国際税務に従事

平成9年 税理士事務所共同開業

商工会議所相談員、企業社員研修・金融機関お客様向け講座・早稲田大学オープンカレッジ・
小中学校租税教室講師

著書 ： 「12人の会計人のアドバイス」 共著・清文社

「MBAエッセンシャルズ」 共著・東洋経済新報社

中学・小学男子の母
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人の一生と税金
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0歳 10歳 20歳 22歳 30歳 35歳 40歳 50歳 60歳 70歳 天寿

お小遣い 車購入 就職 結婚 起業 家購入 ゴルフ
親を見送
る

温泉
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1.所得税

個人に課税される税金であり、担税力の源泉を所得、消費及び資産と区分した場合に所得に対して課される税

金。法人税と並び日本の租税体系の中心となる国税です。

1．所得税とは

2．所得税の納税義務者

納税義務者の区分 課税所得の範囲

居住者
・全ての所得（全世界所得）

非永
住者

・日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内にお
いて国内に住所又は居所を有していた期間の合計
が５年以下である個人

非居住者 ・居住者以外の個人 ・国内源泉所得のみ

・居住者と非居住者

個人納税者は、所得税法上「居住者」と「非居住者」に区分されます。

居住者は、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」の二つに分かれます。

・複数の滞在地がある人の居住者と非居住者の判断基準（客観的事実）

① 住居がどこにあるか

② どこで職業についているか

③ 資産がどこに存在するか

④ 生計を一にする配偶者等の親族がどこに住んでいるか

⑤ 国籍
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・非居住者及び外国法人への課税

日本での所得の有無 所在地国との租税条約締結の有無 課税の適用関係

有
有 租税条約を適用

無 国内税法を適用

無 - 課税なし

3．所得税の課税方法

所得税の課税方法・・・“総合課税”と“分離課税”

・総合課税 … その年の所得を全て合計した総所得金額に対して、一つの税率で税額が決まり
ます。

・分離課税 … 総合課税と分離して個別に決められた税率で税額が決まります。
代表的なもの：土地建物等の譲渡による譲渡所得

4．所得税の計算

所得税の計算・・・収入金額から必要経費と損失、所得控除を差し引いた金額が、課税の対象。

① 収入金額－（必要経費＋損失）＝所得金額

② 所得金額－所得控除(※)＝課税所得

③ 課税所得×税率＝所得税額
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5．所得の種類

所得は金銭だけでなく、「人が得た経済的利得」であり、物や権利も含まれ、具体的に所得を大きく分類する
と10種類（税法上では9種類）に分けられます。10種類の所得は、一時所得および雑所得を除くと、①資産性所
得、②資産勤労結合所得、③勤労所得に大別されます。

①資産性所得 ②資産勤労結合所得 ③勤労所得 その他

１．利子所得 ４．山林所得
２．配当所得 ５．譲渡所得
３．不動産所得

６．事業所得 ７．給与所得
８．退職所得

９．一時所得
１０．雑所得

種類 内容 計算方法
①利子所得 預貯金・国債などの利子の所得 収入金額＝所得金額
②配当所得 株式や出資の配当などの所得 収入金額－株式などを取得するための借入金の利子
③不動産所得 土地や建物を貸している場合の所得 総収入金額－必要経費
④事業所得 商工業・農業などの事業をしている場合の所得 総収入金額－必要経費
⑤給与所得 給料・賃金・ボーナスなどの所得 収入金額－ 給与所得控除額又は特定支出
⑥退職所得 退職金・一時恩給などの所得 （収入金額－退職所得控除額）×１/２
⑦山林所得 山林の立木を売った場合の所得 総収入金額－必要経費－特別控除額（※注１）
⑧譲渡所得

総合
課税

事業用の車などを売っ
た場合

所有期間５年以下 総収入金額－取 得 費－特別控除額（※注１）
譲渡費用

所有期間５年超 （総収入金額－取 得 費－特別控除額（※注１））×１/２
譲渡費用

分離
課税

土地や建物などを売っ
た場合

所有期間５年以下 総収入金額－取 得 費－特別控除額（※注２）
譲渡費用

所有期間５年超 総収入金額－取 得 費－特別控除額（※注２）
譲渡費用

株式などを売った場合 申告分離課税 総収入金額－（取得費＋譲渡費用）

⑨一時所得 生命保険の満期一時金・立退料など一時的な所得 （総収入金額－収入を得るために-特別控除額（※注１））×１/２
支出した費用

⑩雑所得 公的年金等・生命保険契約等に基づく年金など①～⑨
以外の所得

総収入額－必要経費又は公的年金等控除額

※注１：特別控除は50万円限度。※注２：収用等、居住用財産の譲渡等の特別控除あり。 出典：日税連「やさしい税金教室」平成26年度版
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6．所得控除の種類

所得から差し引かれる金額（所得控除）は以下の通りです

種類 内容

①雑損控除 災害や盗難、横領によって住宅や家財などが損害を受けた場合

②医療費控除 一定金額以上の医療費がある場合

③社会保険料控除 健康保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・労働保険料・国民年金保険料・国民年金基金の
掛金・厚生年金保険料

④小規模共済等掛金
控除

小規模共済掛金・確定拠出年金の掛金・心身障碍者扶養共済掛金

⑤生命保険料控除 生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料

⑥地震保険料控除 損害保険のうち地震等損害部分の保険料

⑦寄付金控除 国に対する寄付・ふるさと納税・社会福祉法人に対する寄付・公益法人に対する寄付・認定NPO法人等に対する寄付等

⑧寡婦・寡夫控除 寡婦・寡夫である場合（27万円or35万円）

⑨勤労学生控除 勤労学生である場合（合計所得金額が６５万円より多い場合や勤労によらない所得が10万円より多い場合は控除不可）

⑩障害者控除所 本人や控除対象配偶者・扶養親族が障害者や特別障害者である場合（27万円or40万円or75万円）

⑪配偶者（特別）控除 控除対象配偶者（38万円or48万円）、控除対象配偶者でない場合、配偶者の合計所得金額が７６万円未満である場合

⑪扶養控除 控除対象扶養親族（平成28年においては平成13年１月以前に生まれた方・年齢16歳以上）38万円・特定扶養親族（19
歳以上23歳未満）63万円・老人扶養親族48万円・同居老親等58万円

⑫基礎控除 全ての方38万円
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7．所得税の税率

所得が多くなるほど税率が高くなる

”超過累進税率”

課税される所得金額 税率 控除額

195万円以下 5％ 0円

195万円を超え 330万円以下 10％ 97,500円

330万円を超え 695万円以下 20％ 427,500円

695万円を超え 900万円以下 23％ 636,000円

900万円を超え 1,800万円以下 33％ 1,536,000円

1,800万円超え 4,000万円以下 40％ 2,796,000円

4,000万円超 45％ 4,796,000円

東日本大震災からの復興のための施策の財源確保のため、平成25年から平成49年まで「復興
特別所得税」（税率２．１％）が別途徴収されています。

■ 累進課税方式

累進課税制度は税制を評価するいくつかの基準のうち、垂直的公平（（※）応能負担の原則）を満たす税制です。高

額所得者ほどより高い税率が課されるという課税方式で、所得課税としては世界的にも一般的な方法となっています。

日本の所得税は、超過累進課税という方式を採用しており、一定の金額ごとに異なる税率が定められています。その

ため、所得金額による税額の逆転は起こらないように計算上の配慮がなされています。
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8．所得税の税率構造の推移

昭和49年 59年 62年 63年 平成元年 7年 11年 19年 27年～

所得
税

最低税率 10％ 10.5％ 10.5％ 10％
10％

～300万
10％

～330万
10％

～330万
5％

～195万
5％

～195万

最高税率 75％ 70％ 60％ 60％
50％

2,000万～
50％

3,000万～
37％

1,800万～
40％

1,800万～
45％

4,000万～

刻み 19段階 15段階 12段階 6段階 5段階 5段階 4段階 6段階 7段階

住民
税

最高税率 18％ 18％ 18％ 16％ 15％ 15％ 13％ 10％ 10％

刻み 13段階 14段階 14段階 7段階 3段階 3段階 3段階 1段階 1段階

住民税と合わせ
た最高税率

93％
※注

88％
※注

78％ 76％ 65％ 65％ 50％ 50％ 55％

9．源泉徴収制度

給与、利子、配当、報酬などを支払う者が、その支払いの際に、その都度、所定の方法によって所得税を計
算し、給与等の金額から差し引いた所得税を国に納付する制度。

10．青色申告制度

不動産所得、事業所得、山林所得がある人で、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をす
る人に対して、所得金額の計算などについて有利な取り扱いが受けられる制度（青色申告特別控除 最高65

万円または最高10万円、青色事業専従者給与の必要経費算入など）。
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11．確定申告

・確定申告が必要な人

① 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

② １か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が

20万円を超える人

③ ２か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及

び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人（給与所得の収入金額から、雑損控

除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万

円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人を除く）

④ 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

⑤ 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

⑥ 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

⑦ 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多

くなる人

・申告期間

原則として、毎年２月16日から３月15日です。申告期限が土日祝日の場合は、その翌日が申告期限と

なります。

・申告方法及び納税方法

申告方法は、①郵便または信書便により所轄税務署に送付する、②住所地の所轄税務署に持参する、

③電子申告（ｅ‐Ｔａｘを利用）があります。

また納税については、①振替納税を利用、②現金で納付（金融機関や所轄の税務署の納税窓口）、

③電子納税があります。



2017/9/28

6

11

２.日本の租税体系
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昭和21（1946）年 日本国憲法公布 三大義務

■「教育を受けさせる義務」（第26条） ■「勤労の義務」（第27条） ■「納税の義務」（第30条）

《租税法律主義の内容》
（１）課税要件法定主義

課税要件のすべてと租税の賦課・徴収の手続きは法律によって規定されなければならない。
（２）課税要件明確主義

課税要件および租税の賦課・徴収の手続に関する定めを為す場合に、その定めはなるべく
一義的で明確でなければならない。

（３）合法性の原則
課税要件が充足されている限り、租税行政庁には租税の減免の自由は無く、また租税を徴収

しない自由もなく、法律で定めたとおりの税額を徴収しなければならない。
（４）手続的保障原則

租税の賦課・徴収は公権力の行使であるから、それは適正な手続で行われなければならない。
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３.租税法の基本原則

担税力に即した課税
税負担は各人の担税力に応じて配分されるべきである。
※担税力の基準は次の三つ 【 所得・財産（資産）及び消費 】 で判定する。
⇒水平的公平と垂直的公平
①水平的公平…等しい負担能力のある人には等しい負担を求める
②垂直的公平…負担能力の大きい人にはより大きな負担をしてもらう

※税負担は、所得税を中心にしながら、これに財産税及び消費税を適度に組み合わせ（タックス・
ミックス）、バランスのとれた税制の構築が望ましい。


